
 

 

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

入間市商工会（法人番号 3030005003876） 

入間市   （地方公共団体コード 112259） 

実施期間 令和 6年 4月 1日～令和 11年 3月 31日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

【目標①】商業事業者が商業施設（アウトレット等）や大型店舗・ネット通販との差別

化を図った魅力的な店舗づくりを行うこと、工業事業者が設備投資を行い技

術力・生産体制を向上させることなど、小規模事業者が現在の経営環境に適

合した経営を行っていること目指す 

【目標②】小規模事業者による狭山茶などの特産品を利用した商品や、それぞれの独自

性を活かした商品・サービスの開発・販売を実現する 

【目標③】現状、DX・IT の利活用が不十分な小規模事業者による、DX・IT の利活用に

よる販路・商圏拡大、生産性向上を実現する 

【目標④】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題

を設定した上で、地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体

での持続的発展の取組を図る 

事業内容 

経営発達支援事業の内容 

３.地域の経済動向調査に関すること 

小規模事業者自身が経営環境の変化を把握することを目的に、「地域の経済動向分析」

を実施し、結果を公表する。 

４.需要動向調査に関すること 

小規模事業者が特産品を利用した商品や小規模事業者の独自性を活かした商品を開

発（ブラッシュアップ）することを目指して「イベントでの商品調査」を実施する。

また、調査結果を活用した商品のブラッシュアップを支援する。 

５.経営状況の分析に関すること 

小規模事業者自身が、現在の経営状況を把握することを通じて本質的な課題を認識す

ることを目指して、「経営分析（財務分析及び非財務分析）」を支援する。 

６.事業計画策定支援に関すること 

「地域の経済動向調査」や「経営状況の分析」及び「需要動向調査」の結果を踏まえ、

小規模事業者の新たな取組に向けた事業計画策定を支援する。 

７.事業計画策定後の実施支援に関すること 

前項で策定したすべての事業計画を四半期毎にフォローアップすることで、事業者の

売上や利益の増加を実現する。 

８.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者の新たな需要開拓を目的に、「個社の集客支援事業」や「ホームページ

作成支援事業」を実施する。 

連絡先 

入間市商工会 

〒358-0001 埼玉県入間市向陽台 1-1-7 

TEL: 04-2964-1212  FAX: 04-2964-1214  E-mail: irm@irumashi-sci.org 

入間市 環境経済部 商工観光課 

〒358-8511 埼玉県入間市豊岡 1-16-1 

TEL: 04-2964-1111  FAX: 04-2965-0232  E-mail: ir244000@city.iruma.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

1.目標 

(1)地域の現状及び課題 

①現状 

ア 入間市の概況 

入間市（以下、当市）は、埼玉県の西南部に位置し、都心から 40km 圏にあり、東は所沢市、西は飯能

市と東京都の青梅市、南は東京都の西多摩郡瑞穂町、北は狭山市にそれぞれ接している。 

市域全体は、海抜 60 メートルから 200 メートルのややなだらかな起伏のある台地と丘陵からなってい

る。総面積は、44.69 ㎢である。 

市東南端と西北端には、それぞれ狭山丘陵と加治丘陵があり、市域の約 10 分の１を占める茶畑ととも

に当市の豊かな緑を形成し、また、市域の西北部には荒川の主支流である入間川が流れ、中央部に霞川、

南部に不老川といった市内を東西に流れる 3 本の河川とともに自然的な景観を形作っている。また、市域

の東北部には、狭山市・入間市域にまたがって航空自衛隊入間基地が所在していることも、本市の地形的

な大きな特徴となっている。 

交通の面では、鉄道駅として西武池袋線の 4 つの駅と JR 八高線の金子駅があり、主要道路としては一

般国道 16 号をはじめ、国道 4 路線と県道 9 路線がある。さらに平成 8（1996）年には圏央道（首都圏中央

連絡自動車道）が開通し入間 IC が国道 16 号と接続したことで、その後の圏央道の整備拡張に伴って、首

都圏へのアクセスのみならず広域的にも利便性の高い交通網が形成されている。 

入間市商工会（以下、当会）は、当市唯一の商工団体である。 

 
出典：入間市商工会「いるま建設業 MAP」 
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カ 産業 

(a)産業の概観 

工業では、伝統ある繊維産業をはじめ、昭和 40 年代からの工業団地造成等により電気、機械工業を中

心とした幅広い分野の産業が分布し、近年は先端技術産業など付加価値の高い業種の企業も増えつつあ

る。商業では、平成年代以降、入間市駅周辺が整備されて中心市街地の商業的な核として位置付けられた

ほか、区画整理事業の進捗に伴って武蔵藤沢駅周辺にも出店が進んでいる。さらに近年は、郊外型大規模

店舗が進出し、平成 20（2008）年に圏央道入間 IC 近くにオープンした大型アウトレットモールには広域

から多くの来場者が集まるなど、新たな入間市の顔ともなっている。 

 

(b)業種別の事業所数（小規模事業所数）の推移 

当市の平成 24 年の事業所数は 4,862 社、令和 3 年の事業所数は 4,712 社である。 

 小規模事業所数は平成 24 年が 3,559 者、令和 3 年が 3,305 者であり、9 年間で 7.1％減少している。産

業別にみると、宿泊・飲食業（△19.7％）、製造業（△14.1％）の減少率が高くなっている。一方、医療、

福祉や情報通信業など、小規模事業所数が増加している業種もみられる。 

■業種別の事業所数及び小規模事業所数 

建設 製造
情報
通信

卸・
小売

宿泊・
飲食

医療、
福祉

他サー
ビス

その他 計

平成24年
事業所数 572 639 30 1,166 532 324 1,158 441 4,862
小規模事業所数 559 518 23 716 335 164 883 361 3,559

平成28年
事業所数 526 599 26 1,215 514 375 1,064 383 4,702
小規模事業所数 512 486 18 715 313 181 802 308 3,335

令和3年
事業所数 540 563 47 1,159 440 427 1,117 419 4,712
小規模事業所数 523 445 38 676 269 196 815 343 3,305

増減(令和3年-平成24年）
事業所数 △32 △76 17 △7 △92 103 △41 △22 △ 150

増減割合 △5.6% △11.9% 56.7% △0.6% △17.3% 31.8% △3.5% △5.0% △3.1%
小規模事業所数 △36 △73 15 △40 △66 32 △68 △18 △ 254

増減割合 △6.4% △14.1% 65.2% △5.6% △19.7% 19.5% △7.7% △5.0% △7.1%  
出典：総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」より一部加工 

 

(c)業種別の現状と課題（経営課題） 

ⅰ 商業 

当地域には、4 つの商店街が存在しており、入間市駅周辺に近いアポポ商店街、扇町屋商店街が中心市

街地の商店街である。しかしながら、市内外の多くの消費者が自動車を利用して買い物に行っており、駐

車場を有する商業施設や大型店舗の集客が強く、近年ではネット通販にも集客を奪われていると聞く。昔

ながらの商店は固定客が付いているため事業継続できているが、高齢化が進み後継者問題を抱えている店

舗が多い。若い創業者には、コンセプトを持った個性的な店舗が並ぶジョンソンタウンなどが開業地とし

て人気があるが、観光客が多い反面、地元市民の利用者が少ないという声がある。同様に、市外からアウ

トレットやコストコを訪れる観光客を市内他地域への周遊につなげていくことも大きな課題である。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により生活スタイルが一変したため、飲食店をはじめとして、

コロナ以前まで売上回復出来ていない店舗が多く廃業が増加傾向にある。 

IT 化については、令和 4 年度及び令和 5 年度に実施された入間市プレミアム付電子商品券によりキャッ

シュレスを導入する店舗が増え、キャッシュレス化の垣根が低くなったと感じる。また、インボイス制度

や電子帳簿保存法の影響もあり税務会計のデジタル化も進んだ。EC・SNS による販路開拓については、ま

だまだ活用しきれていない事業者が多く、伸び代があると考える。 

 

ⅱ 工業 

武蔵工業団地、狭山台工業団地および金子・野田のミニ工業団地を中心に工業が発展し、非鉄金属製造
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や電機・輸送機器関連の製造業を中心に県内有数の工業地帯を形成しており、その下請企業として小規模

事業者も多く存在している。技術として付加価値の高い工業製品を作っている事業者も多いが、広く認知

されてない課題がある。また、新型コロナウイルス感染症やロシア・ウクライナ情勢等の影響により、原

材料となる金属の資材値上がりの高騰に対し価格転嫁に苦慮しており経営を圧迫している。   

圏央道が平成 27（2015）年に東名道～東北道まで繋がったため、入間・狭山のインターチェンジや国道

16 号に近い工業用地は企業に人気である。今後、市は新たな企業誘致先として圏央道青梅インターチェン

ジ北側地域の産業系土地利用を目指しており、さらなる活性化が期待される。上記を見据え、小規模事業

者も、資金面での設備投資の遅れや人材不足を解消するなど、需要に応えられる体制づくりが必要となる。 

 

ⅲ 建設業 

市内には総合建設業者はあるものの少なく、一人親方等の小規模建設事業者が大部分を占める。その小

規模事業者は家族経営が多く、かなり高齢化しており、後継者問題・人材不足に悩まされている。下請け

体質の事業者は、原材料高騰及び原油高・人件費等を元請けに転嫁出来ず、また新たな取引先を発掘出来

ずに既存の元請業者からの受注が減少し売上を大きく落としている。特に、新築住宅をメインに行ってい

た事業者の受注減少が顕著である。下請け体質からの脱却を図れた事業者は売上を伸ばしており二極化し

ているが、好調だった事業者も人材不足により受注を請けきれず売上が頭打ちになっている状況である。

また、ホームページ等を持たない事業所も多く、顧客管理・受発注・会計管理のデジタル化も整ってない

など IT 活用が課題となっている。 

 

キ 第 6 次入間市総合計画 

「第 6 次入間市総合計画（平成 29 年度～令和 8 年度）」の商工・観光部分は下表のとおりである。 

後期基本計画を小規模事業者支援の視点でみると、①先端産業に対する意欲的な取組の支援、②経営基

盤の安定・強化支援、③技術力向上や職人の技能継承および生産性向上に向けた設備投資への支援による

魅力ある企業の強化・増加などが施策の方向性として掲げられている。 

■基本構想（平成 29 年度～令和 8 年度） 

まちづくりの目標 みんなでつくる 住みやすさが実感できるまち いるま 

計画の基本的視点 (1) 人口の減少、少子化・高齢化への備え 

(2) 安全で安心なくらしを守る 

(3) 厳しい財政状況における行政運営 

(4) 将来にわたって持続可能なまちづくり 

(5) グローバル社会への対応と情報通信技術の利活用 

(6) 新たな自治のあり方への対応 

まちづくりの目標を 

実現するための 

施策の大綱 

（商工・観光部分） 

第 5 章 活気に満ちたまちづくり（産業、観光、市民文化） 

〔目標〕 

市内のさまざまな産業の振興を図るとともに、地域の特性を生かした観光資

源のアピールや市民文化の創造・振興に取り組むことで、まちそのものの活

気、そこに住むひとの活気に満ちたまちをつくります。 

■後期基本計画（令和 4 年度～令和 8 年度） 

第 5 章 活気に満ちたまちづくり（産業、観光、市民文化） 

第 2 節 商工業の振興 

 第 1 項 活動支援の推進 

 第 2 項 企業誘致の推進 

 第 3 項 労働環境の整備 

 第 4 項 雇用・就労の促進 

 第 5 項 経営基盤強化および生産性向上に対する支援の推進 

第 3 節 観光の振興 

 第 1 項 魅力発掘・開発の推進 

 第 2 項 資源活用・発信の推進 
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②課題 

これまで記述した内容から小規模事業者にとって対策が必要な地域の課題をまとめる。 

まず人口をみると、当市の人口は、平成 22（2010）年 10 月 1 日の 150,901 人をピークに減少傾向にあ

り、これをひとつの原因として、地域内の 4 つの商店街では集客が減少している。地域としても、事業者、

商店街、行政が連携してまちづくりを進めることで、（ア）空き店舗を減少させることや、（イ）魅力ある

イベントを実施すること、（ウ）地域電子通貨（ポイント）を導入することなどにより、地域住民による

地元商店での消費活動の活発化を図ることを課題と考えている。また、小規模事業者においても、この人

口減少局面でも十分な集客が図れるよう、個々で魅力的な店舗づくりを行うことが課題といえる。 

年齢構成別の人口推移では、生産年齢人口（15 歳以上 65 歳未満）が減少している。小規模事業者では

既に人材不足の問題を抱えているが、生産年齢人口が減少することで、今後ますます深刻となることが予

想される。そのため、DX（デジタルトラ スフォーメーショ ）・IT 等の利活用による生産性向上が課題

となる。 

特産品では、当市は県下最大の「狭山茶」の産地である。このブランド力は全国に通じるものであるた

め、小規模事業者においても、狭山茶などの特産品を利用した商品開発が期待されている。 

観光面では、三井アウトレットパーク入間などの買い物施設があり、多くの買い物観光客を惹きつけて

いる。埼玉県「埼玉県観光入込客統計」によれば、令和 4（2022）年において 610 万人もの観光客がみら

れる。一方、これら買い物観光客の市内他地域への周遊は少なく、地域店舗への恩恵は少ない。今後を見

据えると、人口減少が進むなかで、この観光消費の獲得は欠かせない。そのため、小規模事業者も、この

買い物観光客を自店に誘引するような取組が課題であるといえる。 

業種別の事業所数の推移をみると、小規模事業所数は平成 24 年が 3,559 者、令和 3 年が 3,305 者であ

り、9 年間で 7.1％減少している。産業別にみると、宿泊・飲食業（△19.7％）、製造業（△14.1％）の減

少率が高くなっている。近年の創業者の状況をみても、製造業での創業はほとんどみられない。当会とし

ては、当市の地域活力の維持のためには、製造業の活性化もひとつの重要な要素であるため、製造業者の

減少は可能な限り抑えたいと考えている。そのため、市内小規模製造業の経営力向上・経営改善、事業継

続（事業承継含む）が地域として課題といえる。 

業種別の現状と経営課題をみると、（ア）全業種共通で、原材料・エネルギー価格・人件費の高騰への

対応（価格転嫁、高付加価値化など）、事業承継、DX・IT の利活用による販路・商圏拡大、（イ）商業では、

商業施設や大型店舗・ネット通販との共存共栄（差別化）、観光客の誘客、新型コロナウイルス感染症の

影響により一変した生活スタイルへの対応、EC・SNSによる販路開拓、（ウ）工業では、自社の独自性の発

信、市が誘致した企業の需要に応えられる体制づくり、（エ）建設業では、新たな取引先の発掘、下請け

体質からの脱却、人手不足への対応などが課題となっている。 

 

(2)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①10 年程度の期間を見据えて 

 当市の人口は、人口減少により令和 22（2040）年には現在の約 17％減の 12 万千人弱になるものと推計

されている。また、人口の減少とともに進む少子化・高齢化により、65 歳以上の人口が約 39％にまで増

加する一方、15 歳以上 65 歳未満の生産年齢人口は徐々に減少していくことが予想されている。P3 の『(c)

業種別の現状と課題（経営課題）』で述べたとおり、小規模事業者では既に人材不足や後継者問題を抱え

ており、今後ますます深刻となる。そしてコロナ以降の原価高騰や売上減少による利益率減、借入金増に

よって資金繰りが厳しい事業者が多い。 

このような状況から今後、地域経済を担う小規模事業者が事業継続していくためには、人材の育成や

DX・IT 等の利活用による生産性向上や販路開拓を図ること、また、地域との連携を強化し、地域の資源や

人材を活用した新たな事業の創出を行っていくことが必要である。当会では上記の実現に向けて伴走型支

援を実施し、当市の 10 年後の小規模事業者が「持続的に成長し、地域経済の活性化に貢献していること」

をあるべき姿と定める。また、具体的なあるべき姿として以下を挙げる。 

■小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

■10 年後の小規模事業者のあるべき姿 

 持続的に成長し、地域経済の活性化に貢献していること 
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を実施している。 

第 1 期経営発達支援計画では、以下の目標を掲げ、小規模事業者支援を実施してきた。今後は第 2 期経

営発達支援計画を定め、小規模事業者の活性化に向けて全職員一丸となり取り組む。 

目標（第 1 期経営発達支援計画） 

小規模事業者の持続的発展に向け、巡回訪問や窓口相談による経営分析やセミナー等を通し、経営課

題を解決するための事業計画策定支援を進める。また、必要に応じ専門家や金融機関と連携し、課題に

応じた伴走型支援を行い、継続的なフォローアップにより持続的発展を支援する。併せて地域資源を活

かしつつ、各地域で行われている事業への積極的な参画・支援により地域経済の活性化に繋げる。 

 

(3)経営発達支援事業の目標 

(1)地域の現状及び課題、(2)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方を踏まえた上で、今後 5 年間

の事業実施期間で取り組む下記の 4 つの目標を設定する。 

〈目標〉 

【目標①】商業事業者が商業施設（アウトレット等）や大型店舗・ネット通販との差別化を図った魅力的

な店舗づくりを行うこと、工業事業者が設備投資を行い技術力・生産体制を向上させることな

ど、小規模事業者が現在の経営環境に適合した経営を行っていること目指す 

【目標②】小規模事業者による狭山茶などの特産品を利用した商品や、それぞれの独自性を活かした商品・

サービスの開発・販売を実現する 

【目標③】現状、DX・IT の利活用が不十分な小規模事業者による、DX・IT の利活用による販路・商圏拡大、

生産性向上を実現する 

【目標④】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、

地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組を図る 

〈地域への裨益目標〉 

上記【目標①】～【目標④】により、個々の小規模事業者が魅力的な事業展開をすることで、買い物観

光客の市内周遊や中心市街地の活性化を実現する。また、小規模事業者が持続的に成長することで、地

域経済の活性化に貢献するだけでなく、地域にとって魅力的な雇用基盤となることを目指す。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

2.経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和６年４月１日～令和１１年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 
【目標①】商業事業者が商業施設（アウトレット等）や大型店舗・ネット通販との差別化を図った魅力的

な店舗づくりを行うこと、工業事業者が設備投資を行い技術力・生産体制を向上させることな

ど、小規模事業者が現在の経営環境に適合した経営を行っていること目指す 

【目標①達成のための方針】 

小規模事業者が現在の経営環境へ適合するための支援として、まずは外部環境を「地域の経済動向調査」

により整理する。その後、経営分析により各事業者の現状（経営状況）を明らかにする。経営分析では、

財務データ等からみえる表面的な経営課題だけでなく、事業者との対話と傾聴を通じて経営の本質的な課

題を事業者自らが認識することに重点を置く。 

また、経営分析等の結果から、今後の方針・取組内容（現在の経営環境に適合した方針等）を定め、結

果を事業計画にまとめる。さらに、策定後は伴走型でフォローアップを行い、事業計画を実現させる。 

事業計画の実現においては、販売促進支援として、「個社の集客支援事業」などを実施する。 

 

【目標②】小規模事業者による狭山茶などの特産品を利用した商品や、それぞれの独自性を活かした商品・

サービスの開発・販売を実現する 

【目標②達成のための方針】 

小規模事業者の特産品を利用した商品づくり、それぞれの独自性を活かした商品づくりに向けた支援と

して、「イベントでの商品調査」を実施する。また、調査結果を基に、商品のブラッシュアップを伴走型

で支援する。 

 

【目標③】現状、DX・IT の利活用が不十分な小規模事業者による、DX・IT の利活用による販路・商圏拡大、

生産性向上を実現する 

【目標③達成のための方針】 

小規模事業者の DX・IT の利活用による販路・商圏拡大、生産性向上に向けて、【目標①達成のための方

針】の支援における各局面で IT 利活用支援を実施する。具体的には、①経営分析支援の際に、事業者の

デジタル化・IT 活用の状況を分析する、②事業計画策定支援の際に、事業計画の策定を希望する事業者に

対し、IT セミナーの開催や IT 専門家派遣を実施する、③販路開拓支援の際に、「ホームページ作成支援事

業」を実施する。 

また、効果的な支援に向けて、当会内においても IT・デジタル化支援能力の資質向上を図る。 

 

【目標④】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、

地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組を図る 

【目標④達成のための方針】 
経営分析、事業計画の策定、策定後の実施支援の各局面で、経営力再構築伴走支援モデルによる支援を

実施する。具体的には、経営課題の設定から課題解決を支援するにあたり、経営者や従業員との対話を通

じて、事業者の自走化のための内発的動機付けを行い、潜在力を引き出す。 

 また、これを実現するために、経営指導員等の資質向上を実施する。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

【令和 5 年 11 月現在】 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達支援

事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 等） 

 

 法定経営指導員 1名

 経営指導員 3名

 補助員    2名

 記帳専任職員 1名

 記帳指導職員 1名

入間市

環境経済部

商工観光課

事務局長

 
 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指導員

による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

氏 名： 石田 雅樹 

連絡先： 入間市商工会 TEL.04-2964-1212 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援計画の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見直

しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

〒358-0001 

埼玉県入間市向陽台 1-1-7 

入間市商工会 

TEL： 04-2964-1212 ／ FAX： 04-2964-1214 

E-mail： irm@irumashi-sci.org 

 

②関係市町村 

〒358-8511 

埼玉県入間市豊岡 1-16-1 

入間市 環境経済部 商工観光課 

TEL： 04-2964-1111 ／ FAX： 04-2965-0232 

E-mail： ir244000@@city.iruma.lg.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

必要な資金の額 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 

 事業計画策定セミナー開催費 300 300 300 300 300 

 ITセミナー開催費 300 300 300 300 300 

 専門家派遣謝金 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

 集客開拓事業費 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

 調査・分析費用 200 200 200 200 200 

 職員の資質向上事業費 100 100 100 100 100 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、国・県・市補助金、各種事業収入 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


